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訪問看護ステーシ
ョンつばさ

宮崎県児湯郡高鍋町大
字蚊口浦16番地７スカ
イヤマモト　102号

平成21年５月１日

名　　称 所　在　地 指定年月日

大貫診療所 宮崎県延岡市大貫町５
丁目1646番地１

平成21年６月１日

東病院 宮崎県日南市南郷町東
町８番地１

平成21年４月１日

シロアム内科医院 宮崎県日南市大字平野
　328番地１

平成21年４月１日

みまた病院 宮崎県北諸県郡三股町
樺山3902番地

平成21年４月１日

国富耳鼻咽喉科医
院

宮崎県東諸県郡国富町
大字本庄4634−１

平成21年６月１日

きらり薬局 宮崎県えびの市大字小
田　867−４

平成21年６月１日

日南訪問看護ステ
ーション

宮崎県日南市戸高１丁
目４番地６

平成21年４月１日

宮崎県告示第　510号
　生活保護法（昭和25年法律第 144号）第49条の規定により、医療
扶助のための医療を担当させる機関を次のとおり指定した。
　　平成21年７月６日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
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宮崎県告示第　511号
　生活保護法（昭和25年法律第　144号）第50条の２の規定により、
指定医療機関から次のとおり廃止した旨の届出があった。
　　平成21年７月６日

宮崎県知事　東国原　英　夫　

宮崎県告示第　512号
　生活保護法（昭和25年法律第　144号）第54条の２第１項の規定に
より、介護扶助のための居宅介護を担当させる機関を次のとおり指

名　　称 所　在　地 廃止年月日

国民健康保険中部
病院

宮崎県日南市大堂津５
丁目10番地１

平成21年３月29日

王子診療所 宮崎県日南市大字戸高
1850番地

平成21年３月31日

東病院 宮崎県日南市南郷町東
町８番地１

平成21年４月１日

国富耳鼻咽喉科医
院

宮崎県東諸県郡国富町
大字本庄4634−１

平成21年５月31日

日南訪問看護ステ
ーション

宮崎県日南市戸高１丁
目４番地６

平成21年３月31日

告 示
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宮崎県告示第　515号
　生活保護法（昭和25年法律第　144号）第54条の２第４項において
準用する同法第50条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事
業所）から次のとおり変更した旨の届出があった。
　　平成21年７月６日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
１　届出をした指定介護機関（居宅介護事業所）

２　届出事項

定した。
　　平成21年７月６日

宮崎県知事　東国原　英　夫　

居宅介護事業者 居宅介護事業所
指　定
年月日

名　称
主たる事務
所の所在地

名　称 所在地

医療法人春
光会

宮崎県宮崎
市淀川３丁
目８番５号

東病院 宮崎県日南
市南郷町東
町８番地１

平成21年
３月３０日

特定非営利
活動法人サ
ポートセン
ターつばさ

宮崎県児湯
郡高鍋町大
字蚊口浦16
番地７スカ
イヤマモト
　102号

訪問看護ス
テーション
つばさ

宮崎県児湯
郡高鍋町大
字蚊口浦16
番地７スカ
イヤマモト
　102号

平成21年
５月１日

有限会社エ
ーエス

宮崎県延岡
市北浦町古
江2527番地
１

訪問介護事
業所「レイ
ンボー」

宮崎県延岡
市山下町２
丁目3998番
地　115

平成21年
６月１日

医療法人社
団さつき会

宮崎県えび
の市大字亀
沢　391番地
１号

京町温泉シ
ョートステ
イさつき苑

宮崎県えび
の市大字亀
沢　391番地
１号

平成21年
３月１日

特定非営利
活動法人ふ
れあい

宮崎県東臼
杵郡門川町
加草４丁目
50番地

ふれあい介
護支援セン
ター

宮崎県東臼
杵郡門川町
加草４丁目
5０番地

平成21年
５月１日

株式会社萬
葉

宮崎県東臼
杵郡門川町
西栄町３丁
目２番地12

そよ風デイ
サービス

宮崎県東臼
杵郡門川町
西栄町３丁
目2番地12

平成21年
６月19日

宮崎県告示第　513号
　生活保護法（昭和25年法律第　144号）第54条の２第１項の規定に
より、介護扶助のための居宅介護支援計画の作成を担当させる機関
を次のとおり指定した。
　　平成21年７月６日

宮崎県知事　東国原　英　夫　

居宅介護支援事業者 居宅介護支援事業所
指　定
年月日

名　称
主たる事務
所の所在地

名　称 所在地

社会福祉法 宮崎県日南 日南市日南 宮崎県日南 平成21年

人日南市社
会福祉協議
会

市中央通１
丁目１番地
２

地区地域包
括支援セン
ター

市中央通１
丁目１番地
２

４月１日

社会福祉法
人清武町社
会福祉協議
会

宮崎県宮崎
郡清武町大
字船引　155
番地２

清武町地域
包括支援セ
ンター

宮崎県宮崎
郡清武町大
字船引　155
番地２

平成21年
４月１日

有限会社エ
ーエス

宮崎県延岡
市北浦町古
江2527番地
１

居宅介護支
援事業所「
架け橋」

宮崎県延岡
市山下町２
丁目3998番
地　115

平成21年
６月１日

株式会社作
松

宮崎県児湯
郡川南町大
字川南　161
38番地12

居宅介護支
援事業所　
すみれ

宮崎県児湯
郡川南町大
字川南　161
38番地12

平成21年
５月１日

宮崎県告示第　514号
　生活保護法（昭和25年法律第　144号）第54条の２第１項の規定に
より、介護扶助のための施設介護を担当させる機関（介護療養型医
療施設）を次のとおり指定した。
　　平成21年７月６日

宮崎県知事　東国原　英　夫　

名　　　称 所　在　地 指定年月日

東病院 宮崎県日南市南郷町東
町８番地１

平成21年３月30日

居宅介護事業者 居宅介護事業所

名称
主たる事務所の所
在地

名称 所在地

宮崎医療
生活協同
組合

宮崎県宮崎市和知
川原2丁目25−1

生協ホー
ムヘルプ
サービス
それいゆ

宮崎県延岡市浜砂１
丁目５番３号

居宅介護事業所の所在地
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宮崎県告示第　518号
　生活保護法（昭和25年法律第　144号）第54条の２第４項において
準用する同法第50条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事
業所）から次のとおり廃止した旨の届出があった。
　　平成21年７月６日

宮崎県知事　東国原　英　夫　

　

宮崎県告示第　516号
　生活保護法（昭和25年法律第　144号）第54条の２第４項において
準用する同法第50条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事
業所）から次のとおり変更した旨の届出があった。
　　平成21年７月６日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
１　届出をした指定介護機関（居宅介護事業所）

２　届出事項

変更年月日
変　更　前 変　更　後

宮崎県延岡市浜砂１
丁目５番３号

宮崎県延岡市浜砂１
丁目５番６号

平成21年４月１日

居宅介護事業所の所在地
変更年月日

変更前 変更後

宮崎県延岡市浜砂１
丁目５番３号

宮崎県延岡市浜砂１
丁目５番６号

平成21年４月１日

居宅介護支援事業所の所在地
変更年月日

変更前 変更後

宮崎県延岡市浜砂１
丁目５番３号

宮崎県延岡市浜砂１
丁目５番６号

平成21年４月１日

居宅介護事業者 居宅介護事業所

名称
主たる事務所の所
在地

名称 所在地

宮崎医療
生活協同
組合

宮崎県宮崎市和知
川原２丁目25−１

訪問看護
ステーシ
ョンそれ
いゆ

宮崎県延岡市浜砂１
丁目５番３号

居宅介護支援事業者 居宅介護支援事業所

名称
主たる事務所の所
在地

名称 所在地

宮崎医療
生活協同
組合

宮崎県宮崎市和知
川原2丁目25−1

訪問看護
ステーシ
ョンそれ
いゆ

宮崎県延岡市浜砂１
丁目５番３号

宮崎県告示第　517号
　生活保護法（昭和25年法律第　144号）第54条の２第４項において
準用する同法第50条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護支
援事業所）から次のとおり変更した旨の届出があった。
　　平成21年７月６日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
１　届出をした指定介護機関（居宅介護支援事業所）

２　届出事項

居宅介護事業者 居宅介護事業所
廃　止
年月日

名称
主たる事務
所の所在地

名称 所在地

医療法人春
光会

宮崎県宮崎
市淀川３丁
目８番地５
号

東病院 宮崎県日南
市南郷町東
町８番地１

平成21年
３月29日

宮崎県告示第　519号
　生活保護法（昭和25年法律第　144号）第54条の２第４項において
準用する同法第50条の２の規定により、指定介護機関（介護療養型
医療施設）から次のとおり廃止した旨の届出があった。
　　平成21年７月６日

宮崎県知事　東国原　英　夫　

名　　称 所　在　地 廃止年月日

東病院 宮崎県日南市南郷町東
町８番地１

平成21年３月29日

宮崎県告示第　520号
　森林法（昭和26年法律第　249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定を解除する予定である旨の通知
があった。
　　平成21年７月６日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
１ 　解除予定保安林の所在場所　都城市（国有林。次の図に示す部

分に限る。）
２　保安林として指定された目的　水源のかん養、公衆の保健
３　解除の理由　指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県環境森林部自然環
境課及び北諸県農林振興局並びに都城市役所に備え置いて縦覧に
供する。）
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平成21年度行政書士試験の実施について
　行政書士法（昭和26年法律第４号）第４条第１項の規定により宮
崎県知事から委任された平成21年度行政書士試験について、次のと
おり実施します。
　　平成21年７月６日
　　財団法人行政書士試験研究センター理事長　木　寺　　　久
１　試験期日
　　平成21年11月８日（日）　午後１時から午後４時まで
２　試験場所

宮崎県告示第　521号
　道路法（昭和27年法律第　180号）第18条第１項の規定により、道
路の区域を次のとおり変更する。
　なお、関係図面は、平成21年７月６日から平成21年７月21日まで
宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　平成21年７月６日

宮崎県知事　東国原　英　夫　

宮崎県告示第　522号
　道路法（昭和27年法律第　180号）第18条第２項の規定により、道
路の供用を次のとおり開始する。
　なお、関係図面は、平成21年７月６日から平成21年７月21日まで
宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　平成21年７月６日

宮崎県知事　東国原　英　夫　

　　宮崎県立宮崎大宮高等学校（宮崎市神宮東１−３−10）
３　試験の科目及び方法
　⑴　試験の科目

　⑵　試験の方法
　　ア　試験は、筆記試験によって行います。

イ　出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」は
択一式及び記述式、「行政書士の業務に関連する一般知識等
」は択一式とします。

　　　＊　記述式は、40字程度で記述するものを出題します。
４　受験手続
　⑴　郵送による受験申込み
　　ア　受付期間
　　　　平成21年８月３日（月）から９月４日（金）まで
　　イ　受付場所

財団法人行政書士試験研究センター（東京都千代田区日比
谷公園１番３号　市政会館１階）

受験願書と一緒に配布する封筒により簡易書留郵便で郵送
してください（あて先は印刷されています。）。９月４日の
消印があるものまで受け付けます。

　　ウ　提出書類
　　　　受験願書一式（配布場所についてはオをご覧ください。）
　　エ　受験手数料
　　　　　7,000円

受験手数料の納付方法については、試験案内をご覧くださ
い。

　　オ　試験案内及び受験願書の配布方法、配布期間及び配布場所
　　　①　郵送配布
　　　　ア　配布期間
　　　　　　平成21年８月３日（月）から８月28日（金）まで
　　　　イ　配布方法

郵送を希望する方は、　140円分の切手を貼ったあて先
明記の返信用封筒（角２号：Ａ４サイズの用紙が折らず
に入る大きさ）を同封した上、封筒の表に「願書請求」
と朱書きして、下記あて先まで郵便で請求してください
。

ただし、８月28日必着のこと。
郵便番号　100−8779　郵便事業株式会社　銀座支店留

　　　　　　財団法人行政書士試験研究センター
　　　②　窓口配布

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区　　　間

新旧

の別

敷地の
幅　員

（メートル）

延　長

（メートル）

430 県道 郷之原
日南線

日南市北郷
町大藤字桵
原乙211３番
４地先から
同市同町大
藤同字乙21
22番12地先
まで

旧 5.３　〜
2４.9

３2３.2

新 5.３　〜
６０.０

３15.６

路線
番号

道路の
種　類

路線名 区　間 供用開始の期日

430 県道 郷之原
日南線

日南市北郷
町大藤字桵
原乙211３番
４地先から
同市同町大
藤同字乙21
22番12地先
まで

平成21年７月６日

試験科目 内　容　等

行政書士の業務に
関し必要な法令等
（出題数46題）

憲法、行政法（行政法の一般的な法理論、
行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴
訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心と
する。）、民法、商法及び基礎法学の中か
らそれぞれ出題し、法令については、平成
21年４月１日現在施行されている法令に関
して出題します。

行政書士の業務に
関連する一般知識
等（出題数1４題）

政治・経済・社会、情報通信・個人情報保
護、文章理解

雑 報



宮　崎　県　公　報� 平成　21　年　７　月　６　日（月曜日）第　2097　号

−�5�−

　　　　ア　配布期間
　　　　　　平成21年８月３日（月）から９月４日（金）まで
　　　　イ　配布場所

財団法人行政書士試験研究センター、宮崎県行政書士
会、宮崎県総務部市町村課、県内各県税・総務事務所、
西臼杵支庁、県内各市役所及び町村役場

　⑵　インターネットによる受験申込み
　　ア　受験申込み画面への入力

財団法人行政書士試験研究センターのホームページ（http
://gyosei-shiken.or.jp）からインターネット出願画面に接続
し、画面の項目に従って必要事項を漏れなく入力してくださ
い。

　　イ　受験手数料の払込み
①　受験手数料（　7,000円）の払込みは、クレジットカード

（申込者本人名義のものに限る。）による決済のみとなり
ます。

②　利用できるクレジットカード
VISA・Master・UC

③　一旦払い込まれた受験手数料は、原則として返還しませ
ん。

　　ウ　受付期間
①　平成21年８月３日（月）午前９時から９月１日（火）午

後５時まで
　　この出願システムは、９月１日（火）午後５時で終了し

ます。午後５時までに入力を完了していないと、接続中（
入力中）であっても申込みができなくなりますのでご注意
ください。

②　最終日（９月１日）は大変混雑が予想されますので、余
裕を持って申し込んでください。

５　特例措置の実施
身体の機能に障害のある方で試験中に特例措置（点字試験を含

む。）を希望される方は、申請の手続きが必要となります。受験
申込みに先立って財団法人行政書士試験研究センターへ必ずご相
談ください。

６　合格発表の日時及び方法
　⑴　日時
　　　平成22年１月25日（月）午前９時
　⑵　方法

財団法人行政書士試験研究センターの掲示板に合格者の受験
番号を公示（掲示）します。なお、公示後、受験者全員に合否
通知書を郵送します。

また、財団法人行政書士試験研究センターのホームページ（
http://gyosei-shiken.or.jp）に合格者の受験番号を登載します。

７　その他
詳細については、財団法人行政書士試験研究センター（電話：

03−5251−5600）、宮崎県行政書士会（電話：0985−24−4356）
又は宮崎県総務部市町村課（電話：0985−26−7116）にお問い合
わせください。
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業 務 保 健

 （単位：千円）

宿 泊 貯 金 貸 付 物 資預託金管理

宮崎県市町村職員共済組合公告

短 期 長 期

 

-

負担金・掛金払込金

支払利息

旅費・事務費
商品仕入
委託費

計

平成21年7月6日

掛金
負担金

短 期経 理 区 分
損益計算書の要旨

収
入

施設収入・商品売上

 

長 期 業 務預託金管理

 

　宮崎県市町村職員共済組合定款第5条の規定に基づき、平成20年度決算の要旨を公告する。

                                                                  　　 宮崎県市町村職員共済組合
 　　                                                                  理 事 長　河　野  利　美

  

貯 金宿 泊保 健 貸 付 物 資

（単位：千円）
財形

-

 

1,112,847
543,635

1,239,824

557,259

18,486

1,054,480

302,634
7,748,574

8,051,208
3,407,491

371,811

3,561,347
3,444,438

1,056
480,485

6,623

25,241
543,635
568,876

738,579

738,579

169,703
169,703
738,579

 

 

15,713,907

15,713,907

15,713,907

5,706,731
10,007,176

183

183
183

183

0
183

 

4,918
165,124

2,732
91,645

1,929

691
 50,715

170,042

1
18,486

100,149

44,484

24,334

240,764
314
482

241,560
514

140,506
141,020

100,540
100,540
241,560

57,841
413,544

9,439

110,300
227,380

122

5,915

233,751
231,055

664

471,385

55,344
10,959

300,973
2,950
3,233
307,156
10,858
62,114
72,972

234,184
234,184
307,156

 

11,703
60,979

32
15,761

725
2,426
19,465

221,447

95,354

110,300

180,098
41,349

84,800

15,702
1,204,893

1,220,595
32,622
515,797
548,419

1,220,595

672,176
672,176

17,009
51,281

68,290

68,290

24,046
1,960

960
17,490

6,825

2,371,406
2,296,959

732
4,669,097
4,514,206
11,733

4,525,939

143,158

4,669,097
143,158

△ 11,571
267,099

32,300

223,213
15

34,381

24,495
195,823

55

255,528

10,533
1,812

289,497
8,068,410

8,357,907

55,175

1
8,302,731
8,302,732

55,175
8,357,907

連合会払込金
前期高齢者納付金
後期高齢者支援金

他経理へ繰入
その他の支出
次年度支払準備金

負
債

貸借対照表の要旨

流動資産
固定資産
繰延資産

資
産

流動負債

負債合計

資産合計

経 理 区 分

差引当期利益金又は当期損失金（△）

連合会交付金

給付
役職員給与

他経理から繰入
前年度支払準備金

計

その他の収入
利息及び配当金

支
出

 

負債・資本合計

資本剰余金
積立金
利益剰余金

資本合計

資
本

固定負債

財形

266,782

266,782

266,782

1,443,687
11,777,871

13,221,558

266,782

13,221,558

13,221,558
13,221,558

0

1

165

0

165
165
165

1

0

1

165
 

8,242

10
72,960

18,166
5,018

1,315
22,690

72,970

64,728

17,539

1,341,614

212,375
212,375

1,129,239
1,084,242

1,339,495

2,119
1,341,614
44,997
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